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１【提出理由】

 平成30年６月22日開催の当社第152回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す

るものであります。 

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日 

平成30年６月22日 

 

(2）当該決議事項の内容 

第１号議案 剰余金の処分の件 

 期末配当に関する事項 

当社普通株式１株につき金16円 

 

第２号議案 取締役８名選任の件 

札場操、福田眞澄、小河義美、西村久雄、近藤忠夫、野木森雅郁、岡本圀衞、北山禎介の８名を取締

役に選任するものであります。 

 

第３号議案 監査役２名選任の件 

市田龍、水尾順一の２名を監査役に選任するものであります。 

 

第４号議案 取締役の報酬額改定の件 

取締役の報酬額を「年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額40百万円以内）」から「年額500百

万円以内（うち社外取締役分は年額60百万円以内）」に改定するものであります。 

 

第５号議案 監査役の報酬額改定の件 

監査役の報酬額を「年額100百万円以内」から「年額120百万円以内」に改定するものであります。 

 

第６号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 

譲渡制限付株式を付与するための報酬額として、「年額100百万円以内」とするものであります。 
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 
決議の結果及び賛
成割合（％） 

第１号議案 2,829,367 772 175 （注）１ 可決 98.67 

第２号議案          

札場 操 2,602,768 216,782 10,915 （注）２ 可決 90.76 

福田 眞澄 2,660,391 169,899 175 （注）２ 可決 92.77 

小河 義美 2,703,340 126,956 175 （注）２ 可決 94.27 

西村 久雄 2,704,046 126,250 175 （注）２ 可決 94.29 

近藤 忠夫 2,641,933 188,363 175 （注）２ 可決 92.13 

野木森 雅郁 2,700,184 130,112 175 （注）２ 可決 94.16 

岡本 圀衞 2,161,721 668,573 175 （注）２ 可決 75.38 

北山 禎介 2,348,137 482,157 175 （注）２ 可決 81.88 

第３号議案          

市田 龍 2,829,377 928 175 （注）２ 可決 98.66 

水尾 順一 2,829,045 1,260 175 （注）２ 可決 98.65 

第４号議案 2,816,982 13,183 315 （注）１ 可決 98.23 

第５号議案 2,827,282 2,883 315 （注）１ 可決 98.59 

第６号議案 2,761,128 69,256 175 （注）１ 可決 96.28 

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。 

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 

 

以 上
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